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工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて（通知）

工事請負契約のおける契約の保証に関する取扱いについては、「工事請負契約書に添付

する契約事項の改正について」（平成８年３月27日付け監－1864。以下「契約事項」とい

う。）第４条及び「工事請負契約書に添付する契約事項の運用基準について」（平成８年

３月27日付け監－1865。以下「運用基準」という。）第４条関係において規定されている

ところですが、契約の保証を要する場合の取扱いを下記のとおり定めたので、事務処理に

当たって遺憾のないようにしてください。

記

１ 契約の保証

(1) 契約事項第４条に規定するとおり、工事請負契約における契約の保証については金

銭的保証を原則とし、契約担当者は、落札者に対し、請負代金額の10分の１（低入札

価格調査を経て契約を締結する場合にあっては、10分の３）以上の金額を保証する次

に掲げるいずれかの契約の保証を求めるものとする。なお、契約事項第４条第１項第

３号の「銀行、発注者が確実と認める金融機関」は、銀行等（出資の受入れ、預り金

及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する金融機

関をいう。以下同じ。）とする。

1) 契約保証金の納付

2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

3) 銀行等又は保証事業会社の保証

4) 公共工事履行保証証券による保証

5) 履行保証保険契約の締結

(2) 供用開始時期等の関係から残工事の発注手続を行う時間がない場合等履行保証措置

として役務的保証を必要とする場合には、契約事項第４条において請負代金額の10分

の３以上の金額を保証する公共工事履行保証証券による保証（工事の目的物が種類又

は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合（以下「契約不適合」

という。）を担保する特約を付したものに限る。）のみを求めるものであるが、あら



かじめ秋田県建設工事入札制度実施要綱（昭和62年４月22日、監－134）に規定する

各部（局）入札審査会においてその必要性を十分審議し、慎重に取り扱うものである

こと。

２ 請負契約締結時における取扱い

請負契約は、落札日から５日以内に次に掲げるいずれかの保証が付されたことを確認

の上、締結するものする。ただし、落札者が(3)又は(4)に掲げる保証を得るために５日

を超える期間を要する場合にあっては、秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号。

以下「規則」という。）第174条第１項ただし書に規定する期限の延長願（様式１）の

提出を求めるものとし、保証証書等の提出後、速やかに締結するものとする。

なお、工事請負契約書の「契約保証金」欄には、納付済の金額、保証書記載の保証金

額等を、「納付の方法」欄には、現金、有価証券、銀行等、保証事業会社、公共工事履

行保証証券又は履行保証保険契約等の保証の方法を記載するものとする。また、(3)又

は(4)に掲げる保証契約等の申込みに当たって工事請負契約書案を必要とする場合があ

るので、契約担当者は、落札者決定後速やかに落札者に対し、契約年月日（落札者が保

証を得るために要する期間を考慮して契約担当者が定める日を記載するものとする。）、

契約金額等を記載した工事請負契約書案を交付するものとする。

また、余裕期間制度を設定した請負契約にあっては、工事請負契約書に記載する工期

は余裕期間を含む全体工期を記載すること。

(1) 契約保証金

1) 契約担当者は、落札者から、契約保証金を納付する旨の申出を受けたときは、請

負代金額の10分の１（低入札価格調査を経て契約を締結する場合にあっては、10分

の３）以上の金額を記載した歳入歳出外現金受入票（秋田県財務規則に規定する書

類、帳簿等の様式を定める要綱様式（以下「財務様式」という。）第201号）を作

成し、落札者に対して納入通知書（財務様式第27号）を発行するものとする。この

場合において、納期限は工事請負契約書案に記載した契約年月日とする。ただし、

落札の通知を受けた日から５日を経過する日の金融機関取扱時間終了後に納入する

場合等納入通知書によることができない場合にあっては、契約担当者は、現金取扱

員に契約保証金を受領させるものとする。

2) 現金取扱員は、落札者から契約保証金を受領したときは、落札者に対し現金領収

印を押した現金領収書（様式については財務様式第71号(2)に準ずる）を交付する

とともに、収入金払込書（財務様式第73号）により指定金融機関等に払込むものと

する。

3) 契約担当者は、落札者による契約保証金の領収書の提示等により納入されたこと

を確認の上、請負契約を締結するものとする。

4) 契約担当者は、契約者から工事完成時に契約保証金を還付するための契約者の口

座振替銀行及び口座番号を記載した契約保証金還付口座振替申出書（様式２）を徴

し、領収書等の写しとともに工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。



(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等

1) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等は、規則第177条第２項第１号に規

定する有価証券のうち、国債（利付き国債に限る。）、秋田県債、郵便貯金銀行が

発行する振替払出証書及び郵便貯金銀行が発行する為替証書とする。

2) 契約担当者は、落札者から、契約保証金に代わる担保としての有価証券等を納付

する旨の申出を受けたときは、保管有価証券納付書（財務様式第206号）の提出を

求めるものとする。

3) 契約担当者は、落札者から、保管有価証券納付書の提出を受けたときは、出納機

関に対して保管有価証券受入通知書（財務様式第206号）を送付する。

4) 出納機関は、保管有価証券受入通知書を受けたときは、これを審査し、落札者か

ら保管有価証券を徴し、保管有価証券保管証書（財務様式第208号）を交付する。

5) 契約担当者は、落札者から、保管有価証券保管証書の提示を求め、保管有価証券

の総額が請負代金額の10分の１（低入札価格調査を経て契約を締結する場合にあっ

ては、10分の３）以上の金額であること等記載事項に誤りがないかを確認の上、請

負契約を締結するものとする。

6) 契約担当者は、保管有価証券保管証書の写しを工事請負契約書と一緒に綴ってお

くものとする。

(3) 銀行等又は保証事業会社の保証

1) 契約担当者は、落札者から、工事請負契約についての銀行等又は保証事業会社の

保証に係る保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがない

かを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。なお、落札者から保証事業会

社が電磁的記録により発行する保証証書を閲覧するための情報が提供された場合

（以下「電子保証による場合」という。）は、保証書の提出があったものとみなす

ものとする。

イ 名宛人が契約担当者であること。

ロ 保証人が、銀行等又は保証事業会社であり、押印（電子保証による場合にあっ

ては、保証事業会社の記名）があること。

ハ 保証委託者が落札者であること。

ニ 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。

ホ 保証債務の内容が、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払

いであること。

へ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

ト 保証金額が契約保証金額以上であること。

チ 保証期間が工期（余裕期間制度を設定した工事請負契約にあっては契約後の全

体工期、以下同じ。）を含むものであること。

リ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後６ケ月以上確保されているこ

と。

2) 工事請負契約を締結後、保証書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとす



る。

(4) 公共工事履行保証証券又は履行保証保険

1) 契約担当者は、落札者から、工事請負契約についての公共工事履行保証証券に係

る証券（履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険に係る証券。以下同じ。）

の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工

事請負契約を締結するものとする。

イ 債権者（履行保証保険の場合にあっては、被保険者）が契約担当者であること。

ロ 保証人（履行保証保険の場合にあっては、保険会社）の記名押印（印刷済みの

ものを含む。）があること。

ハ 債務者（履行保証保険の場合にあっては、保険契約者）が落札者であること。

ニ 公共工事用保証契約基本約款（履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険

の普通保険約款）及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負

担する旨（履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨）の記載があ

ること。

ホ 主契約の内容（履行保証保険の場合にあっては、契約の内容）としての工事名

が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

へ 保証金額（履行保証保険の場合にあっては、保険金額）が請負代金額の10分の

１（役務的保証を付した場合又は低入札価格調査を経て契約を締結する場合にあ

っては、10分の３）以上であること。

ト 役務的保証を付した場合にあっては、契約不適合を担保する特約が付されたも

のであること。

チ 保証期間（履行保証保険の場合にあっては、保険期間）が工期を含むものであ

ること。

リ 履行保証保険にあっては、履行保証保険普通保険約款又は特約条項に、受注者

の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合に関し

て、保証対象に含む旨の記載があること。

2) 工事請負契約を締結後、公共工事履行保証証券に係る証券は、工事請負契約書と

一緒に綴っておくものとする。

３ 請負者の債務不履行による解除時の取扱い

契約担当者は、受注者が契約事項第44条各号又は第45条各号のいずれかに該当する場

合には、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるとして契約事項第52条

第１項第１号の規定により損害金を徴収して工事を完成させるときを除き、次のとおり

取り扱うものとする。

1) １1)から5)までの保証（役務的保証を除く。）が付されている場合にあっては、

速やかに、受注者に対して請負契約解除通知（様式３）を通知し当該工事請負契約

を解除するものとする。

2) １3)から5)までの保証（役務的保証を付した場合に限る。）が付されている場合



にあっては、契約事項第47条第１項の規定により、保険会社に対して、他の建設業

者を選定し、工事を完成させるよう請求するものとする。

また、契約事項第52条第３項各号に掲げる者（以下「破産管財人等」という。）によ

る工事請負契約の解除についても、契約事項第44条、第45条又は第45条の２の規定によ

り工事請負契約を解除したときと同様に取り扱うものとする。

なお、役務的保証を付した場合にあって、破産管財人等による工事請負契約の解除が

なされたときは、役務的保証債務が違約金支払債務に転換することから、(5)の手続き

によることに留意すること。

(1) 契約保証金

1) 契約担当者は、工事請負契約を解除したときは、契約保証金に係る歳入歳出外現

金を歳入へ公金振替するため、公金振替通知書（財務様式第135号）を作成し、当

該公金振替通知書を出納機関に送付するものとする。

2) 出納機関は、契約担当者から公金振替通知書の送付を受けたときは、これを審査

し、公金振替通知書を契約担当者に返送する。

3) 契約担当者は、公金振替通知書の写しを工事請負契約書と一緒に綴っておくもの

とする。

4) 契約担当者は、契約事項第52条第２項に規定する違約金（以下「違約金」という。）

の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、契約者から超過額を徴収

するものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等

1) 契約担当者は、工事請負契約を解除した場合は、保管有価証券払出通知書（財務

様式第207号）に契約解除通知の写しを添付して出納機関に送付するものとする。

2) 出納機関は、契約担当者から保管有価証券払出通知書を受領したときは、これを

審査し、契約担当者の受領印を徴して、契約担当者に対し、保管有価証券を払い出

す。

3) 契約担当者は、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、

契約者から超過額を徴収するものとする。

(3) 銀行等の保証

1) 契約担当者は、工事請負契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額（た

だし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額）を記載した保証金請求書（様

式４）、納入通知書、保証証書及び契約解除通知の写しを銀行等に提出するものと

する。なお、保証金請求書及び納入通知書の写しは、工事請負契約書と一緒に綴っ

ておくものとする。

2) 契約担当者は、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、契約者か

ら超過額を徴収するものとする。

(4) 保証事業会社の保証

1) 契約担当者は、工事請負契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額（た



だし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額）を記載した保証金請求書、

納入通知書、保証証書（電子保証による場合は不要）、保証事業会社あて解除通知

書（様式５）及び契約解除通知の写しを保証事業会社に提出するものとする。なお、

保証金請求書及び納入通知書の写しは、工事請負契約書と一緒に綴っておくものと

する。

2) 契約担当者は、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、契約者か

ら超過額を徴収するものとする。

(5) 公共工事履行保証証券又は履行保証保険

1) 契約担当者は、工事請負契約を解除したときは、納入金額の欄に違約金の金額（た

だし、保証金額（履行保証保険の場合にあっては、保険金額）が違約金の金額未満

の場合は保証金額（履行保証保険の場合にあっては、保険金額））を記載した保証

金（保険金）請求書、納入通知書及び契約解除通知の写し並びに公共工事履行保証

証券に係る証券を保険会社に提出するものとする。なお、保証金（保険金）請求書

及び納入通知書の写しは、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

2) 契約担当者は、違約金の金額が保証金額（履行保証保険の場合にあつては、保険

金額）を超過している場合は、別途、契約者から超過額を徴収するものとする。

(6) 公共工事履行保証証券の規定による工事完成請求についての取扱い

1) 契約担当者は、契約事項第44条各号又は第45条各号のいずれかに該当するときは、

公共工事履行保証証券の規定に基づき、保険会社に対して、他の建設業者を選定し、

工事を完成させるよう請求するものとする。ただし、工期経過後相当の期間内に工

事を完成する見込みがあるときは、契約事項第52条第１項第１号の規定により損害

金を徴収して工事を完成させるものとする。

2) 契約担当者は、1)の請求を行おうとするときは、公共工事履行保証証券に係る証

券に次に掲げる書類を添付して、保険会社に提出するものとする。

ア 保証債務履行請求書（様式６）

イ 債務不履行の事実及び請求額を証する書類

3) 契約担当者は、契約者に対して保証債務履行請求通知書（様式７）により、保険

会社に1)の請求を行った旨を通知するものとする。

4) 契約担当者は、保険会社が選定した建設業者が、契約者と同等以上の資力及び能

力を有し、かつ、同種類工事において同等以上の県の等級格付を受けている者であ

るときは、当該建設業者（以下「代替履行業者」という。）による代替履行を承認

するものとし、代替履行業者から契約事項第47条第２項に基づく契約者の権利及び

義務を承継する旨の通知を受けた場合には、承継を承諾するものとする。

5) 契約担当者は、保険会社から保証金額を支払うことにより債務を消滅させる旨の

申出を受けたときは、納入金額の欄に当該工事請負契約を解除した場合における違

約金の額に相当する金額（ただし、保証金額が当該金額未満の場合は保証金額）を

記載した納入通知書を保険会社に交付するものとする。なお、納入通知書の写しは、

工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。



6) 契約担当者は、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、保証金が支払わ

れた後に当該超過額についての債務は消滅するものとする。

４ 工事完成時の取扱い

(1) 契約保証金

1) 契約担当者は、歳入歳出外現金払出票（財務様式第203号）を作成し、出納機関に

対し払出しの通知をする。

2) 出納機関は、歳入歳出外現金の払出しの通知を受けたときは、これを審査し、口座

振替により支払うものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等

1) 契約担当者は、契約者に対し、保管有価証券払出請求書（財務様式第207号）を求

めるものとする。

2) 契約担当者は、契約者から保管有価証券払出請求書の提出を受けたときは、次に掲

げる事項等提出書類を審査し、保管有価証券払出通知書を出納機関に提出するものと

する。なお、保管有価証券払出請求書の写しを工事請負契約書と一緒に綴っておくも

のとする。

イ 保管有価証券払出請求書に押印された印鑑が保管有価証券納付書に押印されてい

る印鑑と同一であること。

ロ 保管有価証券払出請求書の記載事項が保管有価証券納付書の内容と同一であるこ

と。

3) 出納機関は、契約担当者から保管有価証券払出通知書を受領したときは、これを審

査し、契約者の受領印を徴し、保管有価証券を払い出す。

(3) 銀行等又は保証事業会社の保証

契約担当者は、契約者から工事目的物の引渡しを受けたときは、保証書（変更契約書

がある場合は、変更契約書を含む。）を契約者を通して銀行等に返還するものとる。た

だし、保証事業会社の保証にあっては、保証書及び変更保証書の返還を要しない。なお、

保証書を契約者に交付する際には、契約者から保証書を受領した旨の領収書（様式８）

を提出させ、領収書及び保証書の写しを工事請負契約書に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険

契約担当者は、契約者から工事目的物の引渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券

に係る証券（異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。）をそのまま工事請負契約

書に綴っておくものとする。

５ 請負代金額の増額変更時の取扱い

契約担当者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合（軽微な設計変更で工期末

に行われるものは除く。）で、契約保証金の金額（銀行等の保証、保証事業会社の保証

及び公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては保証金額、履行保証保険の場合

にあっては保険金額）が変更後の請負代金額の100分の５（役務的保証を付した場合又



は低入札価格調査を経て契約を締結した場合にあっては100分の15）以下になるときは、

契約保証金の金額（銀行等の保証、保証事業会社の保証及び公共工事履行保証証券によ

る保証の場合にあっては保証金額、履行保証保険の場合にあっては保険金額）を変更後

の請負代金額の10分の１（役務的保証を付した場合又は低入札価格調査を経て契約を締

結した場合にあっては、10分の３）以上に増額変更するものとする。

(1) 契約保証金

契約担当者は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとする場合は、「２ 請負契約

締結時における取扱い」の例により、増額する分に相当する金額を徴するものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等

契約担当者は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとするときは、「２ 請負契約

締結時における取扱いについて」の例により、契約保証金の増額分に相当する金額の有

価証券等を徴するものとする。

(3) 銀行等又は保証事業会社の保証

1) 契約担当者は、保証金額の増額変更を行おうとするときは、契約者に対して、保証

金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の銀行等が交付する変更契約

書又は保証事業会社が交付する変更保証書（以下この項において「変更契約書等」と

いう。）を提出することを求めるものとする。なお、電子保証による場合は、変更保

証書の提出があったものとみなすものとする。

2) 契約担当者は、契約者から変更契約書等の提出を受けたときは、次に掲げる事項等

提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を変更するものとする。

イ 名宛人が契約担当者であること。

ロ 保証人が、保証書に記載された銀行等又は保証事業会社であり、押印（電子保証

による場合にあっては、保証事業会社の記名）があること。

ハ 保証金額を変更する旨の記載があること。

ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

ホ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。

3) 工事請負契約の変更後、変更契約書等は、工事請負契約書と一緒に綴っておくもの

とする。

(4) 公共工事履行保証証券又は履行保証保険

1) 契約担当者は、保証金額（履行保証保険の場合にあっては保険金額）の増額変更を

行おうとする場合、契約者に対して、保証金額（履行保証保険の場合にあっては、保

険金額）を変更後の請負代金額の10分のｌ（役務的保証を付した場合又は低入札価格

調査を経て契約を締結した場合にあっては10分の３）以上に増額変更する旨の保険会

社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

2) 契約担当者は、契約者から異動承認書の提出を受けたときは、公共工事履行保証証

券の場合にあってはイからへまでの事項、履行保証保険の場合にあってはロからトま

での事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を変更するものとする。

イ 債権者（履行保証保険の場合にあっては、被保険者）が契約担当者であること。



ロ 保証人（履行保証保険の場合にあっては、保険会社）の記名押印（印刷済みのも

のを含む。）があること。

ホ 債務者（履行保証保険の場合にあっては、保険契約者）が契約者であること。

ニ 異動を承認する旨の記載があること。

ハ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

へ 増額後の保証金額（履行保証保険の場合にあっては、保険金額）が変更後の請負

代金額の10分の１（役務的保証を付した場合又は低入札価格調査を経て契約を締結

した場合にあっては10分の３）以上であること。

ト 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以後であること。

3) 工事請負契約の変更後、異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものと

する。

６ 請負代金額の減額変更時の取扱い

契約担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合（軽微な設計変更で工期未

に行われるものは除く。）で、契約者から契約保証金の金額（銀行等の保証、保証事業

会社の保証又は公共工事履行保証証券の場合にあっては、保証金額）を変更後の請負代

金額の10分の１（役務的保証を付した場合又は低入札価格調査を経て契約を締結した場

合にあっては10分の３）の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、

特段の事情がないときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の１（役務的

保証を付した場合又は低入札価格調査を経て契約を締結した場合にあっては10分の３）

以上に保たれる範囲で契約者の欲する金額まで減額変更するものとする。なお、保証保

険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の

減額変更は行わないものとする。

(1) 契約保証金

1) 契約担当者は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、契約者に対し

て、契約保証金の減額分につき保証金の返還を求める旨の契約保証金払出請求書（様

式９）の提出を求めるものとする。

2) 契約担当者は、契約者から契約保証金払出請求書の提出を受けたときは、契約保証

金払出請求書に記載の金額が契約保証金の減額分に相当する金額と同一であることを

確認の上、「４ 工事完成時の取扱い」の例により、減額分に係る契約保証金の還付

事務を行うものとする。ただし、出納機関に対する払出通知には契約保証金払出請求

書を添付するものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等

1) 契約担当者は、契約保証金の金額の減額変更（ただし、保管有価証券の可分性を考

慮して、減額分を決定すること。）を行おうとするときは、契約者に対して、契約保証

金の減額分につき保管有価証券の返還を求める旨の保管有価証券払出請求書の提出を

求めるものとする。

2) 契約担当者は、契約者から保管有価証券払出請求書の提出を受けたときは、当該払



出請求書に記載の保管有価証券が当該請負契約に係る保管有価証券の可分性を勘案し

て適切なものであることを確認のうえ、「４ 工事完成時の取扱い」の例により、保

管有価証券の返還事務を行うものとする。

(3) 銀行等、保証事業会社又は公共工事履行保証証券の保証

1) 契約担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、契約者に対して、工事

請負契約の変更後、保証契約内容変更承認書（様式10）を交付し、契約担当者が指定

する日に、保証金額を変更後の請負代金額の10分の１（役務的保証を付した場合又は

低入札価格調査を経て契約を締結した場合にあっては10分の３）以上に保つ範囲で減

額変更する旨の銀行等が交付する変更契約書、保証事業会社が交付する変更保証書又

は保険会社が交付する異動承認書（以下この項において「変更契約書等」という。）

を提出することを求めるものとする。なお、電子保証による場合は、変更保証書の提

出があったものとみなすものとする。

2) 契約担当者は、契約者から変更契約書等の提出を受けたときは、５(3)2)又は５(4)

2)に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書等を受理するもの

とする。

3) 工事請負契約の変更後、変更契約書等は、工事請負契約書と一緒に綴っておくもの

とする。

７ 工期の延長時の取扱い

契約担当者は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まな

いときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するよう求めるものとする。

ただし、保証約款等において、「契約担当者が保証人に工期変更の通知を行ったときは、

保証期間は工期の変更に応じて変更されたものとみなす」旨規定されている場合は、当

該変更通知を行うものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事

が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくて差し支えない。

(1) 銀行等又は保証事業会社の保証

1) 契約担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、契約者に対して、保証

期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の銀行等が交付する変更契約書又は

保証事業会社が交付する変更保証書（以下この項において「変更契約書等」という。）

を提出することを求めるものとする。なお、電子保証による場合は、変更保証書の提

出があったものとみなすものとする。

2) 契約担当者は、契約者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提

出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を変更するものとする。

イ 名宛人が契約担当者であること。

ロ 保証人が、保証書に記載された銀行等又は保証事業会社であり、押印（電子保証

による場合にあっては、保証事業会社の記名）があること。

ハ 保証期間を変更する旨の記載があること。

ニ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。



ホ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

3) 工事請負契約の変更後、変更契約書等は、工事請負契約書と一緒に綴っておくもの

とする。

(2) 公共工事履行保証証券

1) 契約担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、契約者に対して、保証

期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を

提出することを求めるものとする。

2) 契約担当者は、契約者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提

出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を変更するものとする。

イ 債権者が契約担当者であること。

ロ 保証人の記名押印（印刷済みのものを含む。）があること。

ハ 債務者が契約者であること。

ニ 異動を承認する旨の記載があること。

ホ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

へ 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

3) 工事請負契約の変更後、異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものと

する。

８ 工期の短縮時の取扱いについて

工期の短縮を行おうとする場合で、契約者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で

短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を

含む範囲で短縮変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間

の短縮は行われないこととなっているので、保険期間の短縮は行わないものとする。

1) 契約担当者は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、契約者に対して、工事

請負契約の変更後、保証契約内容変更承認書を交付し、契約担当者が指定する日に、

保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の銀行等が交付する変更契約

書、保証事業会社が交付する変更保証書又は保険会社が交付する異動承認書（以下こ

の項において「変更契約書等」という。）を提出することを求めるものとする。なお、

電子保証による場合は、変更保証書の提出があったものとみなすものとする。

2) 契約担当者は、契約者から変更契約書等の提出を受けたときは、７(1)2)又は７(2)

2)に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書等を受理するもの

とする。

3) 工事請負契約の変更後、変更契約書等は、工事請負契約書と一緒に綴っておくもの

とする。

９ 履行遅滞時の取扱い

契約担当者は、履行遅滞が生じた場合において、契約事項第52条第１項第１号の規定

により損害金を徴収して工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保



証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するもの

とする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存する

ので、変更手続きを行わなくて差し支えない。

1) 契約担当者は、保証期間の延長を行おうとするときは、契約者に対して、保証期間

が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証

期間を延長変更する旨の銀行等が交付する変更契約書、保証事業会社が交付する変更

保証書又は保険会社が交付する異動承認書（以下この項において「変更契約書等」と

いう。）を提出することを求めるものとする。なお、電子保証による場合は、変更保

証書の提出があったものとみなすものとする。

2) 契約担当者は、契約者から変更契約書等の提出を受けたときは、７(1)2)又は７(2)

2)に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更契約書等を受理するもの

とする。

3) 工事請負契約の変更後、変更契約書等は、工事請負契約書と一緒に綴っておくもの

とする。

10 契約の保証に関する説明事項の閲覧

設計図書等と併せ、別添の「工事請負契約における契約の保証に関する説明事項」を

閲覧に供するものとする。

（平成１３年８月２０日建管－９３１ 一部改正）

（平成１５年３月３１日建管－２８１２ 一部改正（平成１５年４月１日から施行））

（平成１８年２月２８日建管－２３４７ 一部改正（平成１８年３月２０日から施行））

（平成１８年９月２９日建管－１３０７ 一部改正（平成１８年１０月１日から施行））

（平成１９年９月２７日建管－１４０８ 一部改正（平成１９年１０月１日から施行））

（平成２９年２月２３日建政－１５３１ 一部改正）

附則 この改正による規定は、平成２９年２月２１日以降に入札公告等を行う工事の契

約から適用するものとし、同日前に入札公告等を行った工事については、なお従前の例に

よる。

（令和２年３月２６日建政－１４３１ 一部改正（令和２年４月１日から施行））

（令和３年３月２９日建政－１４３５ 一部改正（令和３年４月１日から施行））

（令和４年１０月１７日建政－１２７７ 一部改正（令和４年１１月１日から施行））

附則 この通知による改正後の規定は、令和４年１１月１日以降に入札公告等を行

う建設工事から適用する



（別添）

工事請負契約における契約の保証に関する説明事項

工事請負契約は、請負代金額の10分のｌ（役務的保証を付した場合又は低入札価格調査

を経て契約を締結する場合にあっては、10分の３）以上を保証する次の(1)～(5)に掲げる

いずれかの保証が付された後、工事請負契約書案に定める日に締結するものとする。ただ

し、当該定める日までに(3)～(5)に掲げる保証を得ることができない場合は、あらかじめ

契約担当者にその旨を申し出、落札日から５日を超える期間を要する場合にあっては、契

約締結期限の延長願(別紙様式)を提出し、契約担当者の承認を受けなければならない。

(1) 契約保証金の納付

1) 落札者は、契約担当者に、契約保証金を納付する旨を申し出、請負代金額の10分の

１（役務的保証を付した場合又は低入札価格調査を経て契約を締結する場合にあって

は、10分の３）以上の金額を記載した納入通知書の交付を受け、指定金融機関等に当

該金額を払い込んで、領収書の交付を受け、当該領収書を契約担当者に提示すること。

2) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合

等の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。

3) 契約者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき又は契約者がその債務の履

行を拒否し、若しくは契約者の責に帰すべき事由によって契約者の債務について履行

不能となったときは、契約保証金は、地方自治法第234条の２第２項の規定により秋

田県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過

分を徴収する。

4) 契約者は、工事完成後、契約担当者から口座振替により契約保証金の返還を受ける

ものであること。

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

1) 契約保証金に代わる担保としての有価証券は、利付き国債、秋田県債、郵便貯金銀

行が発行する振替払出証書及び郵便貯金銀行が発行する為替証書とする。

2) 落札者は、契約担当者に保管有価証券納付書を提出し、出納機関に対して契約保証

金の金額に相当する金額の保管有価証券を納付し、保管有価証券保管証書の交付を受

けること。なお、提供された有価証券等は、一通につき一工事のみ担保するものとす

る。

3) 保管有価証券納付書の宛名の欄は、「(契約担当者 職氏名を記載すること)」及び

「(出納機関職氏名を記載すること)」と記載すること。

4) 落札者は、契約担当者に保管有価証券保管証書を提示すること。

5) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合

等の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。

6) 契約者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき又は契約者がその債務の履

行を拒否し、若しくは契約者の責に帰すべき事由によって契約者の債務について履行

不能となったときは、保管有価証券は、地方自治法第234条の２第２項の規定により



秋田県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超

過分を徴収する。

7) 契約者は、工事完成後、請負代金の支払請求書の提出とともに保管有価証券払出請

求書を契約担当者に提出すること。

(3) 銀行等又は保証事業会社の保証

1) 契約保証金の支払いを保証できる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り

に関する法律に規定する金融機関及び公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定

する保証事業会社とする。

2) 保証書の宛名の欄は、「（契約担当者職氏名を記載すること）」と記載するよう申し

込むこと。

3) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行に基づく損害金の支払いで

あること。

4) 保証金額が契約保証金の金額以上とすること。

5) 保証期間が工期（余裕期間制度を設定した請負契約にあっては全体工期、以下同じ。）

を含むものとすること。

6) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合

等の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。

7) 契約者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき又は契約者がその債務の履

行を拒否し、若しくは契約者の責に帰すべき事由によって契約者の債務について履行

不能となったときは、銀行等又は保証事業会社から支払われた保証金は、地方自治法

第234条の２第２項の規定により秋田県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額

を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

8) 契約者は、銀行等の保証を付した場合にあっては、工事完成後、契約担当者から保

証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還す

るものとする。

(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証す

る保証である。

2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当者職氏名を記載すること。)」

と記載するように申し込むこと。

3) 保証金額は、請負代金額の10分の１（役務的保証を付した場合又は低入札価格調査

を経て契約を締結する場合にあっては、10分の３）の金額以上とする。

4) 保証期間は、工期を含むものとすること。

5) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担

当者の指示に従うこと。

6) 契約者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき又は契約者がその債務の履

行を拒否し、若しくは契約者の責に帰すべき事由によって契約者の債務について履行

不能となったときは、保険会社から支払われた保証金は、地方自治法第234条の２第



２項の規定により秋田県に帰属する。なお、役務的保証を付した場合で保険会社から

保証金が支払われた場合を除き、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別

途、超過分を徴収する。

(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険による保証

1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険

である。

2) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

3) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当者職氏名を記載するものとする。)」と記載

するように申し込むこと。

4) 保険金額は、請負代金額の10分の１（役務的保証を付した場合又は低入札価格調査

を経て契約を締結する場合にあっては、10分の３）の金額以上とする。

5) 保険期間は、工期を含むものとする。

6) 保証の対象に「契約者の責に帰すべき事由によって契約者の債務について履行不能

となった場合」を含むこと。

7) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当者の指示に従うこと。

8) 契約者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき又は契約者がその債務の履

行を拒否し、若しくは契約者の責に帰すべき事由によって契約者の債務について履行

不能となったときは、保険会社から支払われた保険金は、地方自治法第234条の２第

２項の規定により秋田県に帰属する。なお、役務的保証を付した場合で保険会社から

保証金が支払われた場合を除き、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別

途、超過分を徴収する。



様式１

年 月 日

契約担当者

申請者

住 所

商号又は名称

氏 名

契約締結期限延長申請書

次の理由により、契約の締結期限の延長を申請します。

工 事 名

工 事 場 所

落札の通知を受けた日 年 月 日

延 長 す る 期 限 年 月 日

落札の通知を受けた日

から５日以内に契約を

締 結 で き な い 理 由

年 月 日

上記申請に基づく契約の締結期限の延長を承認します。

契約担当者



様式２

年 月 日

契約担当者

申出人

住 所

商号又は名称

氏 名

契約保証金還付口座振替申出書

契約保証金の還付は、次により口座振替払によることを申し出します。

工 事 名

工 事 場 所

口座振替払の振込 銀行 支店 当座・普通

銀 行 、 口 座 番 号



様式３

年 月 日

様

契約担当者

請負契約解除通知書

下記の工事の施工に関し、契約事項第４４条（第４５条）第 号に該当すると

認めたので、同項の規定に基づき、工事請負契約を解除します。

なお、契約保証金（保管有価証券又は銀行等、保証事業会社若しくは保険会社

から支払われる保証金若しくは保険金を含む。）は、地方自治法第234条の２第２

項の規定により、秋田県に帰属します。

契 約 年 月 日 年 月 日

工 事 名

工 事 場 所

工 期 年 月 日から 年 月 日まで

契 約 金 額 円

契 約 保 証 金 円



様式４

年 月 日

様

契約担当者

保証金（保険金）請求書

契約者 と締結した工事請負契約（工事名 ）

を解除しましたので、下記金額の支払いを請求します。なお、支払いは別添納入

通知書により行ってください。

記

請求金額 円

証券番号

※証券番号については、証券番号がある場合のみ記載する。



様式５

年 月 日

建設業保証株式会社 様

契約担当者

請負契約解除通知書

貴社の前払金保証（ 年 月 日付け契約番号 ）及び

同契約保証（ 年 月 日付け契約番号 ）に係る請負者

は、契約事項第４４条（第４５条）第 号の規定に該当し、

年 月 日付けをもって請負契約を解除したので、前払金保証約款第６条

第１項の規定により通知します。

※破産管財人等による契約解除の場合は、「契約事項第４４条（第４５条）第 号の規定に

該当し」を契約事項第５２条第３項各号に掲げる者に応じ、それぞれ読み替えて使用する。

第１号に規定する破産管財人：「破産法第５３条第１項による契約解除の請求により」

第２号に規定する管財人：「会社更生法第６１条第１項による契約解除の請求により」

第３号に規定する再生債務者等：「民事再生法第４９条第１項による契約解除の請求によ

り」



様式６

年 月 日

様

契約担当者

保証債務履行請求書

貴社の公共工事履行保証証券（ 年 月 日付け契約番号

）による保証に係る債務者は、当該保証に係る工事の施工に関し、契約事項

第４４条（第４５条）第 号に該当すると認めたので、公共工事用保証契約基本

約款第 条の規定により、保証債務の履行を請求します。

※破産管財人等による契約解除の場合は、「契約事項第４４条（第４５条）第 号の規定に

該当する」を「工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責

めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった」に読み替えて使用する。



様式７

年 月 日

様

契約担当者

保証債務履行請求通知書

下記の工事の施工に関し、契約事項第４４条（第４５条）第 号に該当すると

認めたので、同項の規定に基づき、保証人 に対し、他の建設業者

を選定し、工事を完成させるよう請求したので通知します。

契 約 年 月 日 年 月 日

工 事 名

工 事 場 所

工 期 年 月 日から 年 月 日まで

契 約 金 額 円

※破産管財人等による契約解除の場合は、「契約事項第４４条（第４５条）第 号の規定に

該当する」を「工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責

めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった」に読み替えて使用する。



様式８

年 月 日

契約担当者

住 所

商号又は名称

氏 名

保証書に係る領収書

貴職より保証書（変更契約書がある場合は変更契約書を含む。）を領収したの

で、銀行等へ返還すること及び今後、保証書の滅失、き損等につき一切の責任を

負うことを約します。



様式９

年 月 日

契約担当者

住 所

商号又は名称

氏 名

契約保証金払出請求書

下記工事に係る請負代金額の減額変更に伴い、当該減額された額に相当する契

約保証金額の払い出しを請求します。

契 約 年 月 日 年 月 日

工 事 名

工 事 場 所

工 期 年 月 日から 年 月 日まで

契 約 金 額 変 更 前 円 変 更 後 円

契 約 保 証 金 変 更 前 円 変 更 後 円

払 出 請 求 額 円

口 座 振 替 払 の 振 込 銀行 支店 当座・普通

銀 行 、 口 座 番 号



様式１０

年 月 日

様

契約担当者

保証契約内容変更承認書

下記保証契約の内容変更について承認する。

１ 変更する保証契約

証券番号

保証委託者又は債務者名

工事名

２ 内容変更の承認事項

保証金額の減額
変 更 前 円

変 更 後 円

保証期間の短縮
変 更 前 終期 年 月 日

変 更 後 終期 年 月 日

その他

※証券番号については、証券番号がある場合のみ記載する。


